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エグゼクティブサマリー

2021年5月にデジタル改革関連法が成立し、同年9月にデジタル庁が発足した。同庁はマイナンバー制度を、デジタル社
会に必要な共通機能の整備・普及に関する政策のひとつとして位置付け、マイナンバーを基礎IDとしたデジタル社会の形成
を進めている。本稿では、日本におけるデジタル戦略の経緯を振り返り、議論の枠組みを整理するとともに（第1章）、IDシ
ステム活用が浸透した未来像と行政機関の役割を描くことで（第2章）、今後のデジタル社会の実現に向けた取り組みのひと
つの方向性を提示する。
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1-1-1　日本における試み

2021年9月に発足したデジタル庁の設置目的は、「デジタ
ル社会形成の司令塔として、未来志向のDXを大胆に推進し、
デジタル時代の官民インフラを今後5年で一気呵成に作り上
げること」とされている。この背景には、コロナ禍で浮き彫
りになった「デジタル敗戦」の現状があるが、日本におい
てデジタル化に関する試みは2000年代初頭から始まってお
り、まずその経緯を振り返ることで議論の枠組みを整理する。
政府レベルでのデジタル化に向けた取り組みは、IT基本
法に基づくe-Japan戦略（2001年）に始まる。e-Japan戦
略ではIT基盤整備の遅れに対する危機感から、重点施策と
して「超高速ネットワークインフラ整備及び競争政策」「電
子商取引ルールと新たな環境整備」「電子政府の実現」「人
材育成の強化」が設定されていた。このうち、1点目の「超
高速ネットワークインフラ」は、その後ADSLの急速な普及
もあって整備が進み、その結果、問題関心は「IT基盤整備」
から「IT利用・活用」へと進化した。また、2点目の「電

子商取引」についても、「電子商取引等に関する準則」（2002
年）が策定されたり、「個人情報の保護に関する法律」が
2005年に全面施行されるなど、現在に至るまで環境の変化
に応じて整備が進んでいる。

同時に掲げられていた「電子政府化」目標は、続く
e-Japan戦略Ⅱ（2003年）の冒頭において「電子商取引
や電子政府関連の制度的な基盤整備も進んできた」と言及
されており、7つの先導的取り組みの1分野（行政サービス）
として、引き続き重要政策に位置付けられていた。そこでは、
24時間365日ノンストップ・ワンストップの行政サービスを
提供すること、総合的なワンストップサービスの仕組みや利
用者視点に立った行政ポータルサイトなどを整備すること、
異なる行政機関が類似のITを導入することにより重複投資
を排除して共通化を図ること⸺などが指摘されており、現
在の問題意識の原型を見て取れる。

第1章   デジタルガバメントとeID

1-1　デジタルガバメントとeID
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続く政府戦略はe-Japan戦略Ⅱの10年後に策定された
「世界最先端IT国家創造宣言」（2013年）である。ここで
は過去の取り組みについて「従来の戦略は、IT利活用を強
調しつつも、IT化・IT活用という名目だけで、利用者ニー
ズを十分把握せず、組織を超えた業務改革（BPR）を行わ
なかったことで、ITの利便性や効率性が発揮できないものと
なった。また、各省がバラバラにIT投資、施策を推進し、
重複投資や施策効果が発揮できない状況を生み出してきた
などの面もあった」と総括しており、反省の弁が述べられて
いる。このような認識に基づき、目指すべき社会・姿を実
現するための取り組みのひとつに「公共サービスがワンストッ
プで誰でもどこでもいつでも受けられる社会の実現」が掲
げられ、引き続き取り組まれることとなった。

なお、反省点として指摘された利用者視点の不足と省庁
別投資による非効率は、現在にも引き継がれている問題だ
が、2013年、政府CIOが創設され解決が試みられた。制
度の主旨としては、政府CIOがこれまで不在であった電子
政府化への旗振り役となり、省庁横断で取り組みを進める
ものとされている。政府CIOは、「電子行政に関する戦略」「政
府の情報化推進施策等の管理」などの権限を保有していた
が、権限委任が不十分であり、根本的な課題を解決するに
は至らなかったとの指摘もある。

その後、AIやIoTなどデジタル関連技術の開発が進み、デー
タ流通が拡大したことを背景に、2016年に官民データ活用
推進基本法が成立した。その目的は「官民データ活用の基
本理念を定め、安全で安心して暮らせる社会や生活環境を
実現すること」であり、行政手続きに係るオンライン利用の
原則化や、官民データの円滑な流通のための仕組み構築な
どが基本的施策とされた。これにより、政府デジタル戦略は

「IT利活用の進化」というフレームから「データの利活用」
へと舵を切り、オープンデータが法的に位置付けられるとと
もに、行政手続きのオンライン化などデジタルガバメントの
実現に向けた取り組みも射程に入ることとなった。

その後、政府戦略は「世界最先端IT国家創造宣言・官
民データ活用推進基本計画」（2017年）にアップデートされ、
データ利活用が前面に押し出されることとなった。これによ
り、行政手続きなどのオンライン化原則とともに、データ利
活用のルール整備、マイナンバーカードの普及・活用、デー
タ連携のためのプラットフォーム整備といった取り組みが具
体化されることとなった。

2020年9月に発足した菅政権はデジタル庁の創設を発表
し、省庁ごとに割り振られていたシステム系予算の一括管理
など、より強力な権限の下、行政システム内情報連携や、社
会のデジタル化実装に向けた基盤づくりを開始した。2021
年10月に発足した岸田政権は、デジタル田園都市国家構想
による地方活性化の方針を打ち出し、安倍政権時より取り組
んできた地方創生の手段としてデジタルを位置付けるなど、
デジタル戦略は、政府の重要戦略のひとつとなっている。

最新のデジタル戦略は、2021年12月24日に閣議決定さ
れた「デジタル社会の実現に向けた重点計画」であるが、
この計画では実現のための6つの方針として、①デジタル化
による成長戦略、②医療・教育・防災・こども等の準公共
分野のデジタル化、③デジタル化による地域の活性化、④
誰一人取り残されないデジタル社会、⑤デジタル人材の育
成・確保、⑥DFFTの推進をはじめとする国際戦略⸺が
掲げられ、それぞれ実現に向けた施策の推進体制および工
程表が公表されている。

1-1-2　マイナンバー制度の創設

デジタルガバメントに関する取り組みは2001年のe-Japan
戦略にまで遡ることができる一方、eID（電子的な身分証明
書）であるマイナンバーに関しては1980年代に議論された
グリーンカード（少額貯蓄等利用者カード）、2002年に稼働
開始した住民基本台帳ネットワークシステムが土台であり、
源流が異なる。結果的に、両者の試みはプライバシーへの
懸念が大きな障害となり、全国的な普及には至らなかった。

個人情報が管理されることへの強い反発がある中でマイ
ナンバー制度が実現した背景には、2007年に持ち主不明
の年金記録5,000万件超の存在が明らかになった、いわゆる
「消えた年金問題」がある。これは、各公的年金制度ごと
に異なる番号で管理していた年金記録を基礎年金番号に統
合した際、古い番号のままで記録が残されてしまったことが
原因で、紙台帳などで管理していた年金記録を電子化する

際の転記ミスや、転職で複数の年金手帳を保有している場
合などにミスが多かったとされる。加えて、2011年の東日
本大震災において、被災者への罹災証明書を発行する際に
本人確認が難航した点も、制度の必要性に関する認識を高
めることに一役買った形だ。

このような背景を踏まえて2016年から導入されたマイナ
ンバー制度は、社会保障の適正負担・適正受給といった財
務面での問題関心を軸に、使用範囲は「社会保障・税・
災害」の3項目に厳しく制限されるものとなった。

国民全員に割り当てられる「マイナンバー」は主に行政
システム内の業務効率化に使用される。一方で、民間事業
者が活用できるのは「マイナンバーカード」である。マイナ
ンバーカードには、マイナンバーが記載されている他、埋め
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込まれたICチップ内には公的個人認証サービスに係る電子
証明書が格納されている。また、ICチップ内には空き領域
が存在し、民間事業者もそこにカードアプリケーションを搭
載することでサービスを活用できる仕様となっている。マイ
ナンバーはマイナンバー法によって用途が厳しく制限されて
いる一方、「マイナンバーカード」は民間事業者を含めさま
ざまなサービスに活用できる余地がある。

このように、マイナンバー制度の目的は、マイナンバーに
より行政内システムを紐づけることで実現するバックヤード
業務の効率化と、マイナンバーカードの利用による市民サー
ビスの利便性向上である。現在は、マイナンバー制度は政
府デジタル戦略の中に取り込まれ、主にマイナンバーカード
の普及・活用が活発に議論されており、創設当初の社会保
障の適正負担・適正受給といった問題関心からは軸足を移
しつつある。

1-1-3　デジタルガバメントの実現に向けて

上述のように、日本においてデジタルガバメントに関する
取り組みとeIDであるマイナンバー制度はそれぞれ異なる源
流を持つが、データの利活用の潮流を取り込んだ「世界最
先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」（2017
年）において、マイナンバーカードの普及・活用はデジタル
ガバメント実現のための施策として位置付けられることと
なった。

最新の「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2021
年12月24日閣議決定）では、国民一人ひとりのニーズやラ
イフスタイルに合ったサービスが提供される豊かな社会の実
現の手段として、マイナンバー制度の利活用推進、マイナン
バーカードの普及・利用推進が目標とされている。前者に

ついては、マイナンバーの利活用推進に向けた制度面を見
直し、情報連携を拡大することが検討されており、当初の
「税・社会保障・災害」という用途を超えて、デジタルガバ
メントの基礎となるeIDとしてのさらなる活用が構想されて
いる。

具体的には、デジタル庁の「マイナンバー制度及び国と
地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ」が提示
している国・自治体・民間の情報連携の仕組みのトータル
デザインイメージ図では、市民はマイナポータルを通じてさ
まざまな行政サービスとワンストップでつながることが構想
されている。マイナンバーカードのみならず、マイナンバー
についても今後利活用の範囲が拡大していくと考えられる。
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1-2-2　課題と解決の方向性

マイナンバーカードを今後社会全体で活用するには、普
及率の向上が必須となる。総務省によるマイナポイント事業
などの推進により、マイナンバーカードの取得率は増加傾向
にあるものの、2022年3月現在で42.4％にとどまっている
（図表1）。

政府内には普及を拙速に進めるのではなく、利便性の実
感が持てるようサービスの拡充を進めるべきとの意見もあ
り、将来的には、マイナンバーカードの機能をスマートフォ
ンに搭載するなど、機能の拡大や利便性の向上がカード取
得の動機となり普及が進むというシナリオが描かれていると
考えられる。

また、個人情報の取り扱いへの不安といった観点もマイ
ナンバーおよびマイナンバーカードの利活用の促進に対して
高いハードルとなっている。一方で、日本のマイナンバー制
度は、後発国であるがゆえに、先進事例の比較検討の上に
成立している。具体的には、IDを一元化せず分散管理とす
ることで流出リスク対応を重視するなど、セキュリティが非
常に重視されており、今後は機能拡大による利便性の向上
と同時に、安全性に関して利用者の信頼を得るための取り
組みが必要だろう。

1-2-1　マイナンバーカードの将来像とロードマップ

デジタル関連改革法の中で、デジタルガバメントに関する
取り組みが進められているが、マイナンバーに関しては個別
に将来像が具体化しつつある。

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2021年12月
24日閣議決定）では、2021年に健康保険証としての利用が
始まり、2022度末までにマイナンバーカードがほぼ全国民
に行きわたり、2024年に運転免許証との一体化、2025年に
在留カードとの一体化を実現することが目標とされている。

また、総務省「マイナンバーカード機能のスマートフォン
搭載等に関する検討会」では、ユースケースの将来像として、
スマートフォン用電子証明書を使用した電子署名により、各
種行政手続きのオンライン申請を可能にしたり、民間サービ
スと連携して住宅ローンを契約したりするなど、スマートフォ
ン1つでさまざまな手続きやサービスを利用可能にすること
が検討されている。

1-2　マイナンバーおよびマイナンバーカードの現状と課題
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出所：「マイナンバーカード交付状況について」（総務省）（https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/）をもとにPwC作成

図表1：全人口に占めるマイナンバーカード交付率交付率
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国連のE-Government Development Index（2020年）
において、日本政府のデジタルガバメント化進捗ランキング
は、国連加盟193カ国中14位となっている。諸外国を見る 
と、1位のデンマークが本格的なデジタルガバメント構築に
向けた取り組みを開始したのは、日本のe-Japan戦略が公
表された時期とほぼ同じ2000年代初頭である。2001年の
「Project e-Government」をはじめ、デンマーク政府は、
政府間、政府・民間企業間、政府・市民間の手続きや取り
引きにおいて段階的なデジタル化を進めてきた。また、主要
な基盤である個人番号「CPR」、個人認証システム「MitID/
NemID」、市民向けポータルサイト「Borger.dk」、電子私
書箱「e-Boks」などは、試験的導入を経て、国民のベネフィッ
ト理解が進んだ段階で使用を義務化している。その際、デー
タ管理に関してはルールを定めて高い透明性を確保し、信
頼を構築することでスムーズな導入を実現させてきた。

同Index3位のエストニアは、安全保障上のリスク対応の
一環でデジタルガバメント化に取り組んできた経緯がある。

eIDに関しては、2002年にIDカードを配布開始し、段階を
踏んでモバイル認証やスマホアプリ認証を開始した。それら
を支えるデジタル基盤として、分散化された行政DBや民間
DBを相互接続する仕組みであるX-Roadが開発されてい
る。X-Roadはタイムスタンプをブロックチェーン上で発行し、
データの堅牢性を保証する仕組みで、この技術は海外への
輸出コンテンツにもなっている。eIDの設計にあたって優れ
たUX追求がなされており、生活の利便性向上が普及へのイ
ンセンティブとなっている。

このように各国は固有の条件の下、利用者の信頼を獲得
しながらサービスの充実を実現させてきた。日本は諸外国
のようにデジタルガバメントの仕組みを段階的に整備すると
いうより、デジタル庁が主導する形で早急に構築を進めてい
る段階にある。第2章では、IDシステム活用が浸透した未
来像と、行政機関のあるべき将来像を提示するとともに、
そのために必要な要件を整理する。

1-3　諸外国におけるeID普及状況



9―未来の暮らしからマイナンバーの活用を考える―

第2章    IDシステム活用が浸透した 
未来像と行政機関の役割

2-1-1　多様なIDがつなぐサービスインターフェース

2030年には、私たちの暮らしはデジタル技術の活用が 
前提となり、民間企業からのサービスも含めて、デジタル
を強く意識することなく、心地よい利用感や多彩な選択肢が
あふれるヒューマンセントリックな社会になっていると考え
られる。

サービス提供サイドに目を向けると、それらはさまざまな
アナログ業務に取って代わることにとどまらず、私たちの働
き方を支え、能力の拡張を担保し、人間的価値をより向上
させるものとして、あらゆるサービスにとって不可欠なもの
になっているだろう。

基礎自治体・広域自治体・国が提供する行政サービスは
デジタルを前提に提供され、よりシームレスに情報がつな
がり、多様な行政サービスがシンプルなサービスインター
フェースによって国民に提供される社会になっていることが
望ましい（図表2）。

具体的には、デジタル空間上に存在する自身のIDを活用
して多くの行政サービスが提供されるだけではなく、現実空
間においても、デジタル上での提供と同速度・同精度で情
報処理が行われることが求められる。そして2030年には、
国民が自身の置かれている状況にかかわらず全ての行政機
関のサービスを利用でき、デジタル化による恩恵を享受でき
る社会が実現していることが期待される。

2-1　2030年の行政機関の未来像とIDシステムが果たす役割
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2-1-2　国民生活の保障と義務を支えるマイナンバー制度

税と社会保障の領域においてマイナンバーの活用は加速
し、居住地にかかわらず、福祉や生活の質が全国一律に共
通化され、維持が図られている社会が実現しているものと
考える。

本人からの申請に基づいて提供される行政サービスだけ
ではなく、社会環境や社会危機、個人のライフタイムや生
活様式に応じた保障を確実かつ迅速に実現する行政サービ
スが提供され、それらを支える共通基盤としてマイナンバー
制度が整備されていることが望ましい。

多くの基礎自治体が提供する社会福祉に関する業務につ
いては、監督省庁が地方公共団体に対するサービスプロバ
イダーのような役割を担い、サービスベンダーとしての民間
企業からクラウドサービスを取りまとめて地方公共団体に提
供することが求められる。同時に、地方公共団体が自らの
状況に応じてサービスを選択できる環境を整備することに
よって、各自治体は状況に応じて柔軟なデジタルサービスを
提供することができるようになるだろう。その上で複数のサー
ビスベンダーによるサービス競争を維持し、各府省による迅
速な情報分析と政策立案を生かすことで、安定した国民生
活が保障される社会の実現が期待される。

①

国

都道府県

都道府県 民間企業

NPO

市区町村市区町村

国

②

④

⑧

⑦ ③

⑥

⑤

多彩なサービスが
提供される統合的な
インターフェース

eID

を基
盤とす

るプラットフォーム

図表2：多様なIDがつなぐサービスインターフェース
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2-1-3　自治と権利を生み出すeID

国と地方公共団体の関係性が見直され、税と社会保障の
業務の標準化・共通化が進む中で、地方公共団体を含む地
域のステークホルダーは今後、より地域固有の課題に目を
向け、地域社会における課題解決と発展を目指すことが求
められる。

経営資源が減少する地方公共団体において、地域の多様
なステークホルダー同士が合意形成を図り、コレクティブ1

な社会価値を生み出す取り組みが重要視されている。官民
連携による行政サービスが提供されている社会においては、
全国共通のセキュアなIDにより本人確認が実現されている

ことが重要である。そのためには、自治体固有のIDやシス
テムに依存した「地域におけるIDを用いた住民のロックイ
ン」が生じてはならない。将来的に、マイナンバーカードが
地域におけるeIDとして機能すれば、全ての国民の移動の
自由を支え、交流人口や関係人口を創出する基盤としても
利用されるだろう。

eIDによって、地方公共団体および地域の多様なステーク
ホルダーは、自らの生活や産業、教育などの面においてよ
り望ましい社会を実現するために、サービスの質の面で他
の地域と競争・共創することが望まれる。

2-2-1　インクルーシブな地方行政と中央省庁の関係性の再構築

シームレスかつシンプルなサービスインターフェースによっ
て行政サービスが提供される社会を実現するにあたり、国
民生活の保障と義務を支える基本的な業務については、基
礎自治体・広域自治体・国といった自治体の区分によらず、
相互に結びつきを強め、社会全体でバックヤード業務を共
有化していくことが求められる。

また、地方行政は相互参照によって政策能力を向上させ
る形で地方事務の検討・実行・評価を行ってきているが、今
後はその基盤となるデジタルを生かし、データでの客観的な
事実検証により、課題解決手法の共有化・共同化を加速さ
せることが重要となる。また、特定の地域課題に対する地域
事務を効率的に進めるためには、隣接自治体との広域連携
だけではなく、1,700を超える全ての地方公共団体間での連
携を可能とし、その結びつきを深めることで相互に課題を解
決していく「コレクティブな広域連携」が必要になる（図表3）。

「コレクティブな広域連携」の実現に向けては、多様なス
テークホルダーが課題に対し、客観的な事実に基づいて共
通の評価指標を活用しながらコミュニケーションを取ること

が重要になる。その中で、相互に強化を図る活動を推進す
るにあたっては、そのマネジメントを行う専任の組織の下で
活動する必要があり、特に自治体間での連携については「同
程度の人口規模自治体」であること以外にも、データに基
づくクラスタ分析により自治体を分類したり、相関分析によ
る課題発生モデルで自治体同士を比較したりすることで、課
題状況に応じた参照基準を設定する必要がある。その際に
は、分析基盤として共通化されたデータメッシュ（トータル
デザインの実現）やクラウド基盤が重要な役割を果たす。

一方、国との関係性については、「コレクティブな広域連
携」の加速により、地域課題のナレッジを共有することで、
国の政策目標の立案・修正や、現状把握に基づくEBPMな
どの領域につながっていくと考えられる。国と地方公共団体
が対等な立場から「課題解決に向けた政策立案能力」を相
互に高めていくメカニズムを整備することで、国と地方の間
でよりバランスの取れた行政組織の運営や、地域や自治体
の特性に合わせた細やかな行政サービスの実現につなげる
ことが重要になる。

2-2　未来像の実現に向けた要件

1： 「集合的」の意。問題解決に向けたコレクティブな関係においては、互いの違いを生かしながら共通の目標の達成に向けた協働が目指される。
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2-2-2　共通基盤IDとクラウドネイティブな法定受託事務基盤

2020年12月25日に総務省が発表した「自治体デジタル・
トランスフォーメーション（DX）推進計画」を端緒として、
法定受託事務・自治事務の一部において共通化・標準化
が進んでいる。2030年に向けて前述したような社会を実現
させるためには、中央省庁が提供するそれぞれのシステム
をクラウドサービスとしてデジタル庁が包括的に整備し、基
礎自治体・広域自治体に提供することが必要である。

また、セキュアな本人確認手続き環境を整備し、さまざ
まな行政事務で使用されている個別のIDがマイナンバーな
どによって連携されることが重要になる。その上で、共通基

盤IDネットワークシステムを前提に事務の在り方を見直し、
国が中心となって、法定受託事務の管理監督省庁が基礎自
治体・広域自治体と一層の協働を推進することが求められ
る。その際、デジタル庁と連携した事務の定義と、機能要件・
非機能要件の定義が必要になると考えられる。

法定受託事務基盤は今後、中央省庁から提供される「トー
タルデザインの実現」がなされた社会の中で提供されること
が望ましい。また、情報システムへの投資が全行政機関にお
いて効率化されることで、地域における政策費が確保され、
地域特有の事務への資源投資も進むことが期待される。

データに基づく
課題発生モデルの

可視化

客観的事実に基づいて、
各地域で生じている課題
のメカニズムをモデル化

解決アプローチの
政策相互参照と
実施過程の共通化

共通のモデルに対する多
様な解決アプローチを共
有し成功失敗の知見化

共通の評価指標と
コミュニティ形成

共通のモデルに対し、評
価指標とコミュニティに
よる広域連携の合意形成

課題モデルを共有した
自治体間コミュニティ内

での解決連携

単独行政機関ではなく、地
域を問わず多様な行政機
関同士が解決連携を実施

EBPMにつながる政策評価の共通化

評価指標と解決アプロー
チの過程において、政策
の有効性が検証され、エ
ビデンスを基にした試行
錯誤が一般化されている

共有化された分析基盤

課題分析や評価指標の共
通化に向けて、統合的か
つ共有される分析基盤が
整備されている

各行政機関や民間企業との役割明確化

コレクティブ（集合的）な
課題解決に向けて、国や
地方公共団体、企業や住
民などの役割が整理され
ている

図表3：「コレクティブな広域連携」イメージ図
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2-2-3　eIDを支える地域間のオープンイノベーション

eIDが最も有効に活用され、自律的な地域社会の実現に
寄与するためには、官民連携によるサービス提供が実現す
る中で、住民自らが地域サービスを生み出すなど、当事者
意識をもって地域に向き合うことが重要になる。

そのためにはeIDが、行政のみならず民間企業やNPOな
どが提供する地域サービスにも対応することが求められる。
その中で多様なサービスが創出され、住民生活の質が向上
し、それらが他の地域に展開されることで新たな産業と雇
用の創出につながり、地域の発展を支えているということが
認知される必要もある。eIDを保有することで経済的な利得

が得られるだけではなく、自身のアイデンティティを支える
ものとして独自のデザインを有するものが生み出されること
もポイントになるかもしれない。

また、多様なステークホルダーや各地域の間で地域発展
に向けたオープンイノベーションが推進されることで、地域
住民の一人ひとりが当事者となる「パブリックナラティブ
（Public Narrative）」2が創出されるだろう。そのためには、
地域社会の心地よさと未来の可能性を生み出す仕組みを行
政機関が新たに構築することが求められる（図表4）。

2： パブリックナラティブは、個人に対し、不確実性に直面しつつも共通の目的の達成に向けた行動を促す実践を意味する。

出所：「トータルデザイン実現に向けた公共 サービスメッシュ等の検討について」（デジタル庁）
　　   （https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/digital/20211022_meeting_my_number_wg_04.pdf）をもとにPwC作成

事業者 基幹システムスマートフォン

個人 事業者
企業保有情報
（従業員等）

法人データ基盤
gBizINFO等

WebAPI

法人連携基盤
※gBizConnect等

企業保有情報の
新しい提出方法

デジタルIDウォレット（仮）
マイナンバーカード・

JPKI（公的個人認証サービス）を
トラストアンカーとした
身分証・電子申請アプリ 民間サービス・アプリ

民間提供UIUX

マイナポータル
公式UIUX

公共共通SaaS
公式UIUX

各種申請受付画面
※公式UIUX

（現：jGrants, e-TAX, eLTAX等）

API活用UIリファレンス実装

WebAPI

官民APIゲートウェイAPIカタログ

利活用 利活用

図表4：eIDを活用したオープンイノベーション
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現在のマイナンバーカードの普及率の低さは、今後の社
会においてカードが果たす役割や、ビジョナリーな未来が国
民に理解されていないことが原因のひとつにあると考えら 
れる。

結果として、eIDとマイナンバーは生活の質を共創的に向
上させるものではなく、個人情報の漏洩やプライバシーの侵
害をもたらすものとして捉えられている。そのため、このよ
うな疑念の解消に多くの時間と労力と金銭を費やしているも
のと見受けられるが、マイナス面での議論が増えるに伴い、
疑念への意識づけが一層進むという負のスパイラルに陥って
いる。eIDとマイナンバーの普及と利用を促進するためには、

eIDは未来の行政サービスインターフェースや社会保障を支
えるものであり、迅速に安心感を提供し、国民の移動の自
由と地域の発展を支えるオープンイノベーション基盤として
の側面を持つということを発信していく必要がある。前述の
社会の実現に向けて、行政機構はこれまで以上にオープン
かつコレクティブな取り組みを推進することが重要になる。

そして、国民と地域を支えるファシリテーターである行政
機構は、プラットフォームとしての機能を拡大させつつ、国
民生活を支える土台としてのレジリエンスを兼ね備えた組織
へと変革することを目指し、活動していく必要がある。

2-3　新しい行政機構の共創に向けて
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